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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶液から少なくとも一つの金属を電気分解によって取り出すための電気化学セルであっ
て、
　外側ケーシング（１０）と、同外側ケーシング内の中心に配置されたカソードアセンブ
リ（２１）と、前記外側ケーシング内でカソードと外側ケーシングとの間に該カソードか
ら隔置された状態で該カソードを包囲しているアノード（２２）と、溶液のための入口（
１３）及び出口（１４）と、を含み、
　前記カソードアセンブリは、特有の外周寸法の外周を有する多孔質の細長い支持部材（
２７）と、同細長い支持部材の周囲に配置された多孔質の炭素繊維材料によって作られた
多孔質カソード部材（２６）と、同細長い支持部材上に支持され且つ多孔質のカソード部
材のほぼ全長に沿って延びているカソード電流供給装置と、を含み、前記カソードアセン
ブリ、入口及び出口は、使用中に前記溶液が前記入口からセル内へ入り、前記多孔質のカ
ソード部材の中を流れ、前記出口を通って当該セルから出て行くように配置されており、
　前記カソード電流供給装置が、複数の電流供給装置用ストリップ（２８）を含み、同ス
トリップの各々は、前記多孔質のカソード部材のほぼ全長に沿って延びており、前記複数
の電流供給装置用ストリップは、前記細長い支持部材の外周の周囲にほぼ均一に配置され
ており、前記電流供給装置用ストリップの各々は特有の幅を有し、同特有の幅の合計の幅
が前記特有の外周寸法の少なくとも２０パーセントである、ことを特徴とする電気化学セ
ル。
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【請求項２】
　請求項１に記載の電気化学セルであって、
　前記細長い支持部材（２７）がほぼ管形状を有し、前記電流供給装置用ストリップ（２
８Ａ）がほぼ平らであり且つ前記管形状の外周に対して接線方向に前記特有の幅に亘って
配置されている、電気化学セル。
【請求項３】
　請求項１に記載の電気化学セルであって、
　前記細長い支持部材（２７）がほぼ管形状を有し、前記電流供給装置用ストリップ（２
８Ｂ）が、同管形状の外周の曲率にほぼ合致する形状で前記特有の幅に亘って配置されて
いる、電気化学セル。
【請求項４】
　請求項２に記載の電気化学セルであって、
　前記多孔質のカソード部材（２６）の周囲にほぼ管状の多孔質なシース（２９）を更に
含み、同シースはエラストマ材料によって作られ、同シースは、前記多孔質のカソード部
材を圧縮して当該カソード部材が前記電流供給装置用ストリップ（２８）と電気的に接触
するようになされている、電気化学セル。
【請求項５】
　請求項３に記載の電気化学セルであって、
　前記多孔質のカソード部材（２６）の周囲にほぼ管状の多孔質なシース（２９）を更に
含み、同シースは、エラストマ材料によって作られ、同シースは、前記多孔質のカソード
部材を圧縮して当該カソード部材が前記電流供給装置用ストリップ（２８）と電気的に接
触するような大きさとされている、電気化学セル。
【請求項６】
　請求項１に記載の電気化学セルであって、
　前記カソードアセンブリ（２１）が、前記支持部材（２７）の端部に配置され且つ前記
カソード部材を同支持部材上に保持するように形成された一つの端部片（３１）を更に含
み、
　前記複数の電流供給装置用ストリップ（２８）が、同電流供給装置用ストリップの第１
の端部おいて前記端部片に取り外し可能に固定されており、
　前記端部片が、前記取り外し可能に固定された電流供給装置用ストリップによって前記
支持部材上の定位置に保持されるような構造とされ、
　前記端部片が、前記支持部材に対して保持されている状態から容易に取り外すことがで
きて、消耗した前記カソード部材の容易な取り外しを可能にしている、電気化学セル。
【請求項７】
　請求項１に記載の電気化学セルであって、
　前記外側ケーシングが、ほぼ管形状であり且つその端部に第１及び第２の端部キャップ
（１１，１２）を備えており、前記入口（１３）が前記第１の端部キャップ（１１）内に
設けられており、
　前記第１の端部キャップが、前記入口を画成し且つ前記カソードアセンブリとの流れの
接続を達成するように形成された第１の取り外し可能なモジュール型の挿入部材（６１）
を備えていて、ユーザーが、前記カソードアセンブリを取り外すか又は交換する必要なく
、前記第１の取り外し可能なモジュール型の挿入部材を、異なる大きさの入口を画成して
いる同様の取り外し可能なモジュール型の挿入部材と置き換えることによって、異なる流
れ要件の装置に適合させることができるようになされた、電気化学セル。
【請求項８】
　請求項７に記載の電気化学セルであって、
　前記出口が前記第２の端部キャップ内に配置され、同第２の端部キャップが、前記出口
を画成している第２の取り外し可能なモジュール型の挿入部材を含み、それによって、ユ
ーザーが、前記第２の取り外し可能なモジュール型の挿入部材を、異なる大きさの出口を
画成している同様の取り外し可能なモジュール型の挿入部材と置き換えることによって、
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異なる流れ要件の装置に適合させることができるようになされた、電気化学セル。
【請求項９】
　請求項７に記載の電気化学セルであって、
　前記第２の端部キャップ内を貫通して延びている少なくとも一つのアノード電流供給装
置を更に含み、前記アノードは、前記少なくとも一つのアノード電流供給装置に接続され
るようになされており、前記第１の端部キャップには、前記少なくとも一つのアノード電
流供給装置を受け入れるための交替用の孔（３９）が形成されており、前記少なくとも一
つのアノード電流供給装置は、選択的に、前記アノードに取り付け或いは同アノードから
取り外し可能であり且つ前記第１及び第２の端部キャップのどちらかにおいて前記アノー
ドへの電気的接続ができるようになされている、電気化学セル。
【請求項１０】
　請求項１に記載の電気化学セルであって、
　前記外側ケーシングと前記アノードとが、概して管形状であり且つ互いに同心状であり
、前記アノードが、少なくとも２．５ｍｍの距離だけ前記外側ケーシングの内壁から隔置
されている、電気化学セル。
【請求項１１】
　請求項７に記載の電気化学セルであって、
　別個の陽極液チャンバと陰極液チャンバとを形成するために、前記カソードアセンブリ
と前記アノードとの間に配置された微孔質の分離器アセンブリを更に含み、同分離器アセ
ンブリは、微孔質の膜と、内側及び外側多孔質支持スリーブと、を含み、同微孔質の膜は
、前記支持スリーブ同士の間にサンドイッチされている、電気化学セル。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電気化学セルであって、
　前記内側及び外側の多孔質の支持スリーブが、それらの間に前記微孔質の膜を圧縮して
いるほぼ同心状の管状のメッシュ形状である、電気化学セル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　（発明の背景）
　本発明は、例えば、廃棄物から有害な金属を除去して廃棄物を廃棄するために環境的に
受け入れ可能なものとし且つ溶液から貴重な金属を回収するために、溶液から金属を回収
するための電気化学セルの構造に関する。
【０００２】
　溶液からの金属の着電によって、廃液又はその他の汚水のような希釈溶液からの金属の
回収のための多くの電気化学セルが知られている。このようなセルは、例えば、Ｓｕｎｄ
ｅｒｌａｎｄらの米国特許第５，６９０，８０６号に開示されている。このセルは、概し
て開放構造のメッシュの管状支持部材の周囲を包囲した円筒形状の炭素繊維材料の形態の
カソードアセンブリを囲繞している外側管状ケーシングを含んでいる。管状支持部材の全
長に亘る細長い電流供給装置が、この炭素繊維からなるカソードに電流を付与する。カソ
ードアセンブリは、カソードから隔置された同心状の管状アノードによって包囲されてい
る。金属が取り出される電解溶液は、入口からセル内へと導かれ、同電解溶液を多孔質の
炭素繊維の中を通って出口まで運ぶ流路に沿って流れ、一方、重要な金属は、カソードを
形成している炭素繊維の表面上に堆積する。
【０００３】
　一般的に、このようなセルにおいては、最大電流密度は、通常は、金属が堆積される電
極の表面のすぐ近くに隣接した電解液のイオンの減少によって制限される。米国特許第５
，６９０，８０６号のセルにおいては、例えば、多孔質の炭素繊維カソードが、電解溶液
から金属イオンを取り出すための効率的な形状のかなり大きな表面積を提供する。このセ
ルの改良された効率及び性能にもかかわらず、効率的な大規模な工業用途のためには、あ
る種の実用上の改良が依然として必要とされている。本発明は、上記の米国特許第５，６
９０，８０６号のセルにおけるある種の実用上の改良を提供する。
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【０００４】
　（発明の概要）
　本発明の目的は、改良された機能を有する電流供給構造を備えた電気化学セルを提供す
ることである。この点に関して、本発明は、消耗したカソードを取り除くことを容易にす
る電流供給構造を提供することを目的とする。
【０００５】
　本発明のもう一つ別の目的は、アノードの後方の円筒形の壁に沿ったガスの捕獲を阻止
するアノード構造を有するセルを提供することである。
【０００６】
　本発明の更に別の目的は、カソードの周囲とアノードの周囲に２つの別個の循環経路を
許容し且つ好ましくない環境における劣化に耐えることができる容易に取り外すことがで
きるモジュール型の分割器を備えた改良された分割されたセル構造を提供することである
。
【０００７】
　本発明の更に別の目的は、カソードアセンブリ又はアノードアセンブリを交換する必要
なく、異なる流通要件を受け入れるために同じセルを使用することができるように、モジ
ュール型の交換可能な端部キャップアセンブリを備えたセルを提供することである。
【０００８】
　これらの及びその他の目的は、上記の米国特許第５，６９０，８０６号に記載されたタ
イプを改良し電気化学セルによって達成することができる。このセルは、開放構造の細長
い支持部材上に支持された多孔質の炭素繊維からなるカソードを有している。本発明に従
って、カソード電流供給装置は、複数の電流供給装置用ストリップを含んでおり、これら
のストリップの各々は、ほぼ多孔質のカソードの長さに沿って延びており、細長いカソー
ド支持部材の周囲にほぼ均一に配置されている。供給装置用ストリップは、カソード支持
部材の特徴的な外周の寸法の少なくとも約２０％の合計の全幅を有している。更に、供給
装置ストリップは、電流供給装置用ストリップにおける不所望な着電を避け且つ支持部材
から消費したカソードの取り外しを妨げるその他の障害を避けるために、カソード支持部
材の曲率に合うように形成することができる。本発明のセルはまた、アノードと外側ケー
シングとの間の気体の蓄積を避ける有効な手段を提供する少なくとも約２．５ｍｍの距離
だけ外側ケーシングから隔置されているアノードが設けられてもよい。
【０００９】
　本発明のセルにはまた、別個の陽極液フローチャンバと陰極液フローチャンバとを画成
するために、カソードとアノードとの間に配置された改良された微孔質の分離器アセンブ
リを設けてもよい。この分離器アセンブリは、使用状況下での可撓性の動きを制限し、そ
れによって膜の寿命を延ばすために、膜を包囲し、保護し、固定する２つの多孔質の支持
スリーブ間にサンドイッチされた微孔質の膜を含んでいる。
【００１０】
　本発明によるセルにはまた、以下により詳細に説明するセルを異なる流速に対して容易
に適合させる役目を果たすある種のモジュール構造を設けてもよい。
【００１１】
　本発明のこの他の特徴、利点及び新規な特徴を以下に説明するが、これらは、図示した
実施形態の以下の説明及び図面から、当業者に容易に明らかとなるであろう。
【００１２】
　（実施形態の詳細な説明）
　図１及び２は、本発明による改良を組み込んだ電気化学セルの実施形態の外側及び内側
を示している。セルは、端部が端部キャップ１１及び１２によって端部処理されている概
して管形状の外側ケーシング１０内に収容されている。端部キャップ１１の中心には、流
入口１３（図２において見ることができる）が配置されており、端部キャップ１２には流
出口１４が設けられている。処理される溶液が入口１３から連続的な流れとしてセル内に
流れ込み、そこで電解作用を受けて重要な金属又は金属イオンが取り出され、次いで、出
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口１４から出る。図１においては、頂部の端部キャップ１２をケーシング１０に取り外し
可能に固定するための複数のトグルボルト１６、カソード電流供給装置用ポスト１７、ア
ノード電流流体供給装置用ポスト１８及び以下により詳細に説明するようにセルの任意的
な実施形態内に設けられる陽極液流出口１９も見ることができる。これらの機械的な部材
１６ないし１９が端部キャップの外周から横方向に少しも飛び出さないように端部キャッ
プに配置されていること、及びこのような機械的な部材は一つもケーシング１０の管状側
部から突出していないことは、注目されるべきである。このことは、例えば、輸送、設置
又はセル内のカソード部材の交換の際のようなセルの取り扱いの際に破損するのを防止す
るのに実際的に極めて便利である。
【００１３】
　この電気化学セルは、カソードアセンブリ２１と、アノード２２と、別個の流れがカソ
ードアセンブリ２１とアノード２２とを通過するようにセルの内側を２つの別個のチャン
バに分割するためにカソードアセンブリ２１とアノード２２との間に配置された分離器ア
センブリ２３と、を含んでいる。分離器アセンブリ２３は、陰極液がアノードに晒される
のを防止することが望ましい用途において使用される任意的な構成要素である。例えば、
ある種の用途においては、アノードに有害な塩素ガスが生成されるかも知れず、安全のた
めには、このガスの発生を防止することが望ましい。ここに図示した実施形態においては
、分離器アセンブリ２３は、使用することが必要な用途においてはセル内に容易に挿入す
ることができ、必要とされないときにセルから取り外すことができるモジュール形式であ
る。分離器アセンブリ２３の構造及び動作を以下により詳細に説明する。
【００１４】
　図３ないし５を参考にしてカソードアセンブリ２１を説明する。カソードアセンブリは
、多孔質の細長い支持部材２７上に支持された多孔質のカソード部材２６と、カソード部
材２６との電気的接触を確立している複数のカソード電流供給装置用ストリップ２８と、
を含んでいる。カソード部材２６自体は、例えば、Ｓｕｎｄｅｒｌａｎｄらに付与された
米国特許第５，６９０，８０６号において議論されているような公知のタイプのものであ
る。これは、多孔質構造のために体積に対する表面積の割合が大きい多孔質の炭素繊維材
料によって作られている。この炭素繊維材料は、ロール状で供給され、適当な大きさに切
断されて支持部材２７の周囲に巻かれる平らなフェルト又はマットの形態で提供すること
ができる。別の方法として、この炭素繊維材料は、支持部材２７上に設置できる大きさ及
び形状になされた中空の円筒体として予め成形されてもよい。
【００１５】
　図示した実施形態においては、支持部材２７は概して管形状であり、図２，４並びに５
Ａ及び５Ｂに示されているように、円形断面の筒である。支持部材２７は、電解液が支持
部材内を流れるのを許容するのに十分なように多孔質である。ここに示されているように
、多孔性は、開放メッシュ構造又は格子模様として支持部材２７の管状の壁を形成するこ
とによって提供される。しかしながら、別の構造を使用してもよい。例えば、この支持部
材は、穴のあいた円筒からなっても良く、或いは多孔質のポリエチレンによって形成して
もよく、或いはフィルタ布の選択によって所望の流れ形態が制御できるように開放構造の
上に支持された適当なフィルタ布から形成されても良い。支持部材２７は、他の実施形態
においては、支持部材が電流供給装置機能の助けともなる場合には導電性とすることがで
きるけれども、本実施形態においては、支持部材２７は非導電性であるように意図されて
いる。
【００１６】
　ここで使用されているように、“多孔質”は、“貫通可能”という最も一般的な意味を
意図されている。従って、多孔質の支持部材は、所望の流れ形態で必要とされるように電
解液が貫通する適当な大きさの孔を有する支持部材を示している。この支持部材の“孔”
は、図面に示されたようなメッシュ構造の大きなセル、又は、支持部材の壁に設けられた
大きな若しくは小さな孔、又はフィルタ布の小さい孔によって提供され得る。炭素からな
るカソード部材は、電解液が炭素材料内へ浸透するということと同じ意味において多孔質
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である。この多孔質の炭素カソード部材の“孔”は、カソード部材用として選ばれた特定
の材料に依存してより小さいか又はより大きい範囲としてもよく、カソード支持部材の孔
と同じ大きさ又は形状ではないであろう。カソード部材の孔は、支持部材の孔よりも小さ
く且つカソード部材を形成している炭素繊維材料のボイド及び隙間によって形成されるで
あろう。
【００１７】
　電流供給装置は、カソード部材への電気的接続を提供する。効率の良い電気分解のため
、特に、カソード部材上への金属のより均一な堆積のためには、カソード部材への電流の
ほぼ均一な供給を提供することが望ましいことが、当技術（例えば、Ｓｕｎｄｅｒｌａｎ
ｄらの米国特許第５，６９０，８０６号を参照）において認識されている。カソード電流
供給装置は、カソード支持部材２７の外周にほぼ均一に分配され且つカソード部材２６の
ほぼ全長に沿って延びており且つ外周寸法、いわゆる支持部材２７の外周の距離と同等の
合計幅を有している複数の細長い導電性ストリップ２８によって提供されるときに改良さ
れた性能が確立されることが、本発明において判明した。更に特定すると、ストリップの
合計幅は、支持部材２７の特有の外周の少なくとも２０パーセントでなければならないこ
とが判明した。実際には、外周寸法の約２５パーセントの合計幅が特に効率が良いことが
判明した。この構造は、より均一な電流の分配、従って、より高い金属の堆積を提供し且
つ電流ストリップ内の抵抗による損失が低いことにより低い発熱を提供する。
【００１８】
　図示した実施形態は、図５Ａ及び５Ｂに示されているように、支持部材２７の円周の近
くの正反対の位置に配置されたこのようなストリップ２８を２つ採用している。２つより
も多くのストリップを使用してもよい。図５Ａの実施形態においては、ストリップ２８Ａ
は平らで、各々が特有の幅ｗを有している。幅の合計は２ｗであり、これは、支持部材２
７の外周の約２０パーセントよりも広い。図５Ｂの実施形態においては、ストリップ２８
Ｂは、支持部材２７の外周と合致するように湾曲せしめられている。このことの目的は以
下のように理解しても良い。作動中には、貴重な金属は、多孔質の炭素カソード部材の隙
間の表面上に堆積せしめられる。ある作動時間の後に、カソード部材は、堆積した金属を
担うようになり、交換しなければならないであろう。この交換は、端部キャップ１２にお
いてセルを開け且つカソードアセンブリ全体を取り出すことによってなされる。堆積金属
を担ったカソード部材２６は、次いで、支持部材２７の上を滑らせて取り外され、清浄な
カソード部材と交換される。しかしながら、いくつかの用途においては、堆積金属を担っ
たカソード部材は、図５Ａにおける支持ストリップ２８Ａの端縁に捕捉される傾向がある
かもしれない。これは、部分的には、少量の金属がストリップ２８Ａの露出された下側に
堆積する傾向による。このような場合には、堆積金属を担ったカソード部材は、図５Ｂに
おけるように、ストリップ２８Ｂの形状を支持部材２７と合致させることによってより容
易に取り外すことができる。
【００１９】
　ここでは、金属が堆積したカソード部材の取り外しを容易にするために、支持部材２７
は円筒として示されているけれども、同支持部材は、若干テーパーを付与されても良い。
この場合には、カソード部材が中空のほぼ円筒形状に予め形成されている場合には、同円
筒形の少なくとも内壁もまた、支持部材のテーパーと合致させるために、若干テーパーが
付与されるべきである。この場合には、支持部材の外周寸法は、支持部材の長さに沿った
測定位置に依存して変わるであろう。しかしながら、ほんの若干のテーパーが必要とされ
るだけであり、外周寸法の変化は少ない。この場合には、支持部材に沿った外周寸法のあ
らゆる値、例えば、長さ方向の中央での値が、電流供給装置用ストリップ２８の許容可能
な合計幅を決定するための特有の外周寸法として採用されても良い。
【００２０】
　カソード部材２６は、図３における断片部分に示されているほぼ管状の包囲シース２９
によって支持部材２７に固定されている。このようなシースの使用は、公知であり且つ例
えば米国特許第５，６９０，８０６号に開示されており、この米国特許は、カソード部材
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を支持部材に固定するためにプラスチックの包囲メッシュ又はプラスチックの紐を使用す
ることを教示している。しかしながら、包囲シースがエラストマ材料によって形成され且
つシースがカソード部材２６を電流供給装置用ストリップ２８に対して均一に締め付ける
ような大きさになされている場合には、より良い電気接触及び電流の分布が達成されるこ
とが判明した。エラストマ材料からなる包囲シース２９を使用することによって、作動中
にカソード部材２６が受ける歪みにより良く耐え且つ対抗する。
【００２１】
　カソードアセンブリ２１は、カソード部材２６を保持するために、横方向に突出してい
る表面を有するカソードアセンブリの入口側に設けられた環状の端部部材３１によって終
端処理されている。入口１３は、環状の端部片３１の中心を通って支持部材２７の中心内
へと延びている。電流供給装置用ストリップ２８の一端は、小さいネジによって端部片３
１に固定されている。単にこれらのネジを取り外し且つ端部片３１を支持部材２７の端部
から取り除くことによって端部片３１が容易に取り外すことができることは本発明の構造
の利点である。このことによって、消耗したカソード部材２６の簡単な取り外しがなされ
、同カソード部材２６は次いで滑らせて支持部材から取り外すことができる。
【００２２】
　カソードアセンブリ２１の他端には、第１の環状のバッフルプレート３２と同バッフル
プレート３２から隔置された第２の環状の端部片３３とが設けられている。多孔質の支持
部材２７がバッフルプレート３２を越えて端部片３３まで延びている。出口１４が環状の
端部片３３内の孔の中へと延びている。このようにして、電解液は、入口１３を通って支
持部材２７の中心内へと導入され且つバッフルプレート３２によって出口１４から直接流
れ出すのが防止される。従って、電解液は、多孔質の支持部材２７の孔及び金属が堆積さ
れるカソード部材２６を通ってカソード部材２６の外側の空間へと流れるように強いられ
る。従って、金属成分が実質的に激減した溶液が、図２及び３において矢印によって示さ
れているように、バッフルプレート３２と端部片３３との間の領域内で多孔質の支持部材
を通って逆流し、出口１４を通って出ていく。
【００２３】
　カソードアセンブリ２１内には、電流供給装置用ストリップ２８への電気的接続を行う
ための２つのカソード電流供給装置用ポスト１７も含まれている。ポスト１７は、端部プ
レート３３においてストリップ２８にボルト止めされ且つ組み立てられたセル内において
電源へと接続するために端部キャップ１２を貫通して延びている。
【００２４】
　アノード２２が、カソードアセンブリ２１を包囲した概して同心状の導電性円筒によっ
て設けられている。このようなアノードの構造と適当な材料の選択とは当技術においてよ
く知られており、ここでは詳細に説明する必要はない。Ｓｕｎｄｅｒｌａｎｄらの米国特
許第５，６９０，８０６号におけるようなアノード構造は、ここでは概して以下のような
変形で十分であろう。米国特許第５，６９０，８０６号に開示されたアノードは、管状の
外側ケーシングの内壁と同心状であり且つ同内壁に当接している。アノード２２が特定の
オフセット距離だけ外側ケーシング１０の内壁から隔置されている場合に、改良された性
能が達成されることが判明した。これは、明らかに、抵抗損失によって発生される熱を除
去するのに十分であり且つアノード２２とケーシング１０の内壁との間のガスポケットの
発生を防止するアノード２２の後ろで起こり得る少量の流れによるものである。少なくと
も約２．５ｍｍのオフセット距離で十分であり、約５ｍｍの空間が好ましいことが判明し
た。図示の実施形態においては、オフセットは、スペーサー３６によって達成されている
。図２においては、スペーサー３６は、アノード２２を導電ブラケット３７に固定する役
目をも果たすボルトの頭部によって提供されている。導電ブラケットは、次いで、アノー
ド電流供給装置ポスト１８に接続されている。ポスト１８は、この目的のためにそれらの
アノード端部にネジ止めされている。ポスト１８は、電源への接続のためにプラグ３８を
通って端部キャップ１２の中へと延びている。
【００２５】
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　いくつかの装置においては、セルの対向端部におけるアノードとカソードとの接続によ
って電気化学セルを形成することが望ましいかもしれない。このような装置に同じセルを
供給するために、端部プレート１１には端部プレート１２内の孔に関して対称的に配置さ
れた別の対のアノード電流供給装置用の孔３９が設けられている。アノード電流供給装置
ポスト１８を備えたアノード２２と、取り付け導電ブラケット３７とは、単に逆にされ、
使用されていない対の電流供給装置の孔が閉塞されてもよい。
【００２６】
　上記したように、カソードの周りの陰極液及びアノードの周りの陽極液のための別個の
混合されない流れを提供することが望ましい場合には、アノードアセンブリとカソードア
センブリとの間に任意的な分離器アセンブリ２３を挿入してもよい。本分離器アセンブリ
は、従来技術による他の公知の分離器アセンブリのように、水は通さないが適当なイオン
が膜を横切って移動するのを許容する微孔質の膜４１を含んでいる。過去においては、微
孔質の膜が、使用中に所望されるよりもより頻繁に弱くなり且つ壊れる傾向があることが
判明した。本発明は、一対の内側及び外側の多孔質の支持スリーブ４２及び４３によって
両側部に支持膜４１を支持することによって、使用条件下で膜を強化し且つその有効寿命
を延ばす。支持スリーブは、内側及び外側スリーブが両側から膜４１を押圧し且つ圧迫す
るように支持スリーブ間にサンドイッチされた膜４１と同軸状に配置された開放メッシュ
構造又は孔の開いたプラスチック管部材としてもよい。このようにして、スリーブは、使
用中の膜の自由な動きを最少化する。
【００２７】
　図２の実施形態においては、分離器アセンブリ２３は、各端部に環状の端部片４４及び
４５を含んでいる。端部片４４及び４５は、段付き形状になされており、内側スリーブ４
２及び膜４１が第１の段部に当接し、外側スリーブ４３がその次の段部に当接するように
内側スリーブ４２及び膜４１を越えて延びている。この膜及びスリーブは、適当な防水接
着剤によって定位置に固定されている。各端部片４４及び４５は、環状端部片内の中心孔
を貫通して延びている入口及び出口に対する防水シールを形成している。適切なシールは
、例えば、Ｏ－リングによって形成することができる。例えば、図２における端部片４４
に設けられたＯ－リング４６を参照のこと。
【００２８】
　しかしながら、いくつかの腐食性の環境においては、膜４１及びスリーブ４２，４３を
定位置に固定している接着剤は劣化する傾向があり、分離器アセンブリはそのうち漏れ始
める。図６Ａ及び６Ｂは、参照番号４４’及び４５’によって示されている端部片のため
のもう一つ別の実施形態を示している。端部片４５’は、傾斜が付けられたかみ合い壁５
１及び５２を有している一対の入れ子式の環状膜４８及び４９を含んでいる。内側環状膜
４８の傾斜が付けられた壁５１は、一つ以上のＯ－リング５３を担持している。膜４１（
図示のために図６Ａにおいては断片部分で示されている）は、Ｏ－リング５３の上に広げ
られており且つ外側環状膜４９によって定位置に押圧されている。環状膜４８及び４９は
、相互に圧縮されて第３の膜によって蓋をされ、この組立体は、ボルトによって定位置に
固定されている。キャップ５６には、アノード電流供給装置ポスト１８のための孔５８が
設けられている。
【００２９】
　底部の端部片４４’は、キャップの環状膜５６’が端部片４５’内のキャップ部材５６
と同じ幅である必要がないこと以外、頂部の端部片４５’と同じ構造であり、従って、ア
ノード電流供給装置ポストのもう一つ別の配置のための準備をする必要がない。図６Ｂに
おいては、類似の部材が、プライム符号が付加された同様の参照番号によって示されてい
る。
【００３０】
　異なる用途において使用するためにより大きな自由度を備えた本発明のセルを提供する
ためには、端部キャップ１１及び１２は、異なる流速に対して容易に適用できるようにす
るモジュール構造によって形成される。端部キャップ１１には、入口１３を画成している
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めには、挿入部材６１を異なる入口孔を有する類似の部片と置き換えることのみが必要と
される。同様に、端部キャップ１２には、出口１４の孔を画成している取り外し可能なモ
ジュール型の挿入部材６２が設けられてもよい。この構造は、より速い流速での整備のた
めに、末端ユーザーが、装置を迅速に且つ容易に洗い流すこと、従って、より迅速且つ簡
単には挿入部材を変えることを可能にする点で有利である。モジュール構造は、更に、同
じ基本的なセルを異なる用途に対して準備し且つ挿入部材のみを変える必要があるだけで
あるので、製造、輸送及び在庫コストが節約される。
【００３１】
　上記の説明及び図面は、本発明の例示的な実施形態を開示している。本開示の利点を与
えられたならば、当業者は、本発明の利点を達成するために、種々の変形、別の構造及び
等価物を採用することができることを理解するであろう。例えば、支持部材２７はここで
は円形断面によって図示されているけれども、この形状は、カソード部材の対称的な配置
従って電場が得られるので好ましいけれども、これとは異なるセル構造を達成するため、
例えば、用途の特定の要件に合致させるために、他の断面形状をも使用することができる
。このような場合には、カソード部材に対するほぼ均一な電流の分配を達成するために、
電流供給装置用ストリップが新しい支持部材構造の周囲に適当に配置されるであろう。例
えば、図面に示し且つ上記した実施形態とは細部において異なるが依然として本発明の利
点を備える電気化学セルの実施形態に結び付く本開示の利点を与えられたならば、当業者
は、形状及び材料の他の適用を思い付くであろう。従って、本発明は、上記の説明及び図
面に限定されるべきではなく、特許請求の範囲によって規定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】　本発明の電気化学セルの実施形態の全体的な等角図である。
【図２】　図１における線２－２に沿った断面図である。
【図３】　本発明によるカソードアセンブリの実施形態の部分破断等角図である。
【図４】　図３の実施形態の断面図である。
【図５】　５Ａは、図３における線５Ａ－５Ａに沿ったカソードアセンブリの断面図であ
る。
　５Ｂは、カソード電流供給装置用ストリップのもう一つ別の実施形態を示している、カ
ソードアセンブリの断面図である。
【図６】　６Ａ及び６Ｂは、分離器アセンブリを固定するための端部キャップの別の実施
形態を示す分解正面図である。
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